
No 受付先 ケース・タイミング 説明 記載 受理 送付先

1 ①病院
入退院支援時に登録申出が必要

と病院が判断した患者
〇 〇 〇 とびうめネット事務局

2
②診療所、歯科診療

所

診察時に登録申出が必要と診療

所、歯科診療所が判断した患者
〇 〇 〇 とびうめネット事務局

3 ③薬局
登録申出が必要と薬局が判断し

た患者
〇 〇 〇 とびうめネット事務局

4
④訪問看護ステー

ション

訪問看護時に登録申出が必要と

事業所が判断した患者
〇 〇 〇 とびうめネット事務局

5
⑤特別養護老人ホー

ム

登録申出が必要と施設が判断し

た入居者
〇 〇 〇 とびうめネット事務局

6 ⑥介護老人保健施設
登録申出が必要と施設が判断し

た入居者
〇 〇 〇 とびうめネット事務局

7
要支援・要介護認定の新規・更

新申請時(代行申請時)
〇 〇 〇

8

ケアマネジメント時(居宅訪問時

やサービス担当者会議等)に登録

が必要と担当者が判断した利用

者

〇 〇 〇

9
利用者から登録希望の申し出が

あった際
〇 〇 〇

10
⑧在宅医療・介護

連携支援センター

市民への在宅医療の普及講演活

動時
〇 〇 〇 保健福祉局地域医療課

11
総合相談の際に必要と地域包括

支援センターが判断した市民
〇 〇 〇

12 要支援認定の更新申請時 〇 〇 〇

13

ケアマネジメント時(居宅訪問時

やサービス担当者会議等)に登録

が必要と担当者が判断した利用

者

〇 〇 〇

14
市民が記載済みの登録申出書を

持参した際
- - 〇

15
市民から登録希望の申し出が

あった際
〇 〇 〇

16
居宅介護支援事業所が記載済み

の登録申出書を持参した際
- - 〇

17
市民が記載済みの登録申出書を

持参した際
- - 〇

18

要支援・要介護認定申請に本人・家

族が来た際に説明を行い、その際に

本人・家族から登録希望の申し出が

あった際

〇 〇 〇

19
登録申出が必要と地域団体が判

断した市民
〇 〇 〇

20
市民が記載済みの登録申出書を

持参した際
ー ー 〇

21
市民から登録希望の申し出が

あった際
〇 〇 〇

⑪自治会、民生

委員児童委員協

議会、社会福祉

協議会、老人ク

ラブ等の地域団体

区・介護保険係、地域包

括支援センター

または

保健福祉局地域医療課

または

市民センター

モデル実施時の申出書受理フロー

⑩区・介護保険担当

とびうめネット事務局

または

区・介護保険係

⑦居宅介護

支援事業所

⑨区・地域包括

支援センター

区・統括支援センターで

取りまとめ、保健福祉局

地域医療課

保健福祉局地域医療課

保健福祉局地域医療課

全体の統括、とびうめネットの事業の仕組み・登録申出書の受付に関する質問・相

談・苦情対応（個々人のとびうめネットへの登録状況、システム・セキュリティに

ついての質問・相談・苦情はとびうめネット事務局が対応）
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北九州医療・介護連携プロジェクト 

「とびうめ＠きたきゅう」に関する取り扱いについて 
 

 

北九州医療・介護連携プロジェクト（以下「プロジェクト」という。）は、「とびうめ＠き

たきゅう」、「病院窓口ガイド」、「医療・介護連携ルール」の３つの取組から成っており、こ

れらの取組が相互に作用することにより、「市民に切れ目のない医療・介護を提供する」、「医

療・介護関係者の業務負担が軽減する」ことを目指すものである。 

 

【多職種・多機関への閲覧対象拡大の判断】 

〇病院・診療所以外の機関・職種を「とびうめ＠きたきゅう」の新たな閲覧対象とする 

ことについて 

 「とびうめ＠きたきゅう」の閲覧を必要とする機関・職種については、「北九州医療・介護

連携プロジェクト会議（以下「本会議」という）」に必要性を届け出るものとする（構成団体

がある職種については、構成団体を通じて届け出るものとする）。 

「とびうめ＠きたきゅう」の閲覧対象とするかについては、「とびうめ＠きたきゅう」を

はじめとするプロジェクトへの協力状況や協力体制、医療・介護連携からの必要性等を考慮

し総合的に判断する。 

なお、「とびうめ＠きたきゅう」のシステムは、福岡県医師会診療情報ネットワーク（福岡

県医師会が保有・運用）を活用するため、本会議での判断の結果を受け、福岡県医師会、北

九州市医師会の了解を得ることとする。 

 

【行政提供情報の項目の追加・変更】 

〇「とびうめ＠きたきゅう」の行政提供情報の項目の追加・変更について 

 行政提供情報の項目の追加・変更については、医療・介護連携からの必要性等を本会議で

検討し判断することとする。 

 

【個別の医療機関等での「行政提供情報の閲覧」について】 

病院に関しては本プロジェクトの主旨に則り、行政提供情報の閲覧を希望する際は、「病

院窓口ガイド」、「医療・介護連携ルール」への協力や北九州市病院連携会議への加入を前提

とする。 

 また、個別の医療機関等に関しては、福岡県医師会、北九州市医師会、北九州市が行う安

全管理研修への参加を義務付けることとし、２年連続で不参加など参加状況が悪い場合は閲

覧を停止するものとする。 

 

 

北九州医療・介護連携プロジェクト会議 

公益社団法人北九州市医師会、公益社団法人福岡県介護老人保健施設協会北九州ブロック 

小倉医師会訪問看護ステーション、公益社団法人福岡県看護協会 

公益社団法人北九州市薬剤師会、一般社団法人北九州市歯科医師会、NPO法人ケアマネット 21 

在宅医療・介護連携支援センター、公益社団法人北九州高齢者福祉事業協会 

公益社団法人福岡県作業療法協会、公益社団法人福岡県介護支援専門員協会 

一般社団法人福岡県医療ソーシャルワーカー協会、公益社団法人福岡県理学療法士会 
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